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番号 ７ 法人名 
公益財団法人 

盛岡地域地場産業振興センター 
所管課 

商工観光部 

ものづくり推進課 

１ 法人の課題 

 

【計画性】 

 建物の修繕費用等について，建築から 25 年以上経過しているものもあることから，今後は計画的に

積み立てることが必要です。 

対応策 措置状況 

  電気設備及び空調設備は 25年以上継続使用

しているものであり，特に電気設備が故障す

ることで盛岡手づくり村内の各工房にも甚大

な損害を与える可能性があります。 

そのため，盛岡市，工房及び当センターの

三者で設備更新等に係る責任の所在を確認し

たうえで，積立て計画を作成し，盛岡市の指

導等を受けながら経費の捻出を図っていきま

す。 

また，空調設備については独立行政法人中

小企業基盤整備機構からの高度化資金の借入

れにより対応することとし，申請業務を推進

いたします。 

 

＜取組工程＞ 

年度 取組内容 

25年度 
・資金積立て計画の作成及び盛岡

市への補助要望 

26年度 

・電気設備機器改修工事を段階的

に実施 

・高度化資金借入れ申請の実施 

27年度 
・高度化融資決定による空調設備

の改修工事の実施 

 

 

空調設備の改修は高度化資金の借入を想定し，中小

機構と打合せを進めてきたところですが，現状の経営

状況では基本設計に要する経費や高度化資金借入後

の償還額の捻出が困難なため，盛岡市とともに国や県

等の施設補修関係補助金の情報収集を進めましたが，

該当する交付金等の情報が得られず，引き続き情報を

収集に努めます。また，平成 27年度は 250 万円を施

設修繕のために積立てを行いました。 

 

＜取組実績＞ 

年度 取組内容 
達成

状況 

25年度 

・電気設備修繕業者から見積書

の徴収と資金措置の検討 

・電気設備修繕に係るリース会

社とのリース契約の検討 

◎ 

26年度 

・電気設備更新工事を実施しま

した。 

･高度化資金の活用を中小機

構，盛岡市等とともに検討 

○ 

27年度 

・施設修繕交付金の情報収集を

行った。 

・資金積立て計画は未策定であ

るが，運営収益の一部を修繕

積立金として計上した。 

△ 
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＜今後の取組予定＞ 

 盛岡手づくり村のセンター施設は事業基盤の中

核施設であり，経年劣化への対応は重要な課題と

して位置づけており，今後も関係機関の指導等を

得，経営改善の取組みの中で，必要な原資を確保

しながら，継続的な施設活用に努めるとともに，

関係指導機関の指導を受け計画的・継続的な積立

計画を策定する。また，設備更新に活用できる補

助制度の研究，検討を引き続き行うこととする。 
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【活動成果】 

 法人の活動については一定の成果が認められますが，センターと手づくり村の関係についてはよく理

解されていないと考えます。今後更に広く市民に認知してもらうためにも法人の活動内容についてＰＲ

を図ることが望まれます。 

対応策 措置状況 

  手づくり村における当センターの役割，事

業内容並びに盛岡市及び工房との関係等につ

いて，一般に理解が得られるよう，平成 25年

４月からの公益財団法人移行に合わせて，ホ

ームページにて詳しく説明したページを作成

するとともに，催事等において当センターを

積極的にＰＲいたします。 

また，公益目的事業の効果を検証するとと

もに，より効果的・効率的な事業活動の実施

について工房及び盛岡市を交えて協議いたし

ます。 

 

 

 

 

＜取組工程＞ 

年度 取組内容 

25年度 

・ホームページの作成 

・催事におけるパンフレットの配

布及びアンケート調査の実施 

26年度 
・三者（盛岡市，工房，センター）

による協議会の実施 

27年度 ・同上 
 

 平成 27 年度も盛岡手づくり村を構成する当センタ

ーと工房，盛岡市の役割が理解できるよう，ホームペ

ージを活用し，三者の役割を説明したほか，センター

の活動を市民により理解いただくため，地元新聞やテ

レビ，ラジオを通じて情報提供の強化を図りました。 

 また，広域市町との連携を強化し，単なる観光とし

ての手づくり村ではなく，広域のものづくり産業を来

村者に周知するため，広域市町情報コーナーを設置す

るとともに連携してのものづくりに係る講演会を行

うなど公益事業の実施に努めました。 

 また，盛岡市や工房との三者協議の成果としてイベ

ントを８市町連携で実施するなど効果的な事業活動

を行いました。今後も各事業の効果を検証し更に公益

事業の充実を図るため工房・市とも協議してまいりま

す。 

＜取組実績＞ 

年度 取組内容 
達成

状況 

25年度 

・ホームページへの三者の役割

を追加掲載。 

・ホームページへセンターが公

益財団法人へ移行したこと

による事業内容等を追加。 

・来場者アンケート実施。 

◎ 

26年度 

・盛岡市及び工房とともに，体

験教室事業の運営や効果的

な集客イベントの企画等を

協議。 

 

○ 
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27年度 

・盛岡市及び工房とともに，体

験教室事業の運営や効果的

な集客イベントの企画等を

協議。 

・公益目的事業を市民に周知す

るため，パブリシテイ活動に

力を入れ，実施事業を新聞，

テビ，ラジオを通じて積極的

に PR を行った。また，広域

８市町との連携強化を図り，

広域市町の地場産業を幅広

く紹介するため情報コーナ

ーを設置したほか，盛岡地域

の地場産業事業者の能力育

成と後継者確保を目的とし

て講演会及び座談会を実施

した。 

 

○ 

 

 

凡例：達成済み（◎），実施進行中（○），未達成（△） 


